
 

 

 

【工事の申し込みから助成金の交付申請まで】 

 

 

 

 

工事希望者 
河内町役場 

共生財団 

（審査機関） 工事施工業者 

① 認定申請書の提出（申し込み） 

② 認定書の送付 

③ 工事の依頼 

④ 交付申請書、設計図書の提出 

⑤ 交付申請書送付 

（書類審査終了） 

【交付決定から工事完了まで】 

 

 

 

 

工事希望者 河内町役場 

共生財団 

（審査機関） 工事施工業者 

⑥ 交付決定通知 

⑬ 助成金額確定通知（工事完了） 

⑦ 工事依頼（契約） 

⑧ 工事施工 

⑨ 工事完成の報告 

⑫ 審査終了書類 

⑪ 実績報告の提出 

＊＊上記手続きは各事業年度の１０月末日が期限です＊＊ 


